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校長 深井 利恵子 

放課後の校庭開放について           

 

 朝夕の寒さに冬の訪れを感じる季節となりましたが、保護者の皆様には益々ご

清栄のこととお喜び申し上げます。平素は本校教育にご高配とご支援を賜りあり

がとうございます。 

 さて、学校を開校して、はや 8 ヶ月、子どもたちも新しい学校での生活にも慣

れ、活発に元気いっぱい毎日を過ごしております。外での遊びも大切ですので、

子どもが安心して遊べる場所のひとつとして、放課後、校庭を開放することにし

ました。下記の開放時間やルールを守って楽しく遊んでください。 

 

記 

 

１．開放する日時  月曜～金曜（12 月 1 日から） 

          3：30～4：30 

２．開放する場所  運動場 

３．受付      遊びに来たときと帰るときは、校門の受付員さんのところ

でノートに記入します。（学年・組・名前・来た時刻・帰

る時刻など） 

４．校庭開放のルール 

 ・いったん下校し、おうちの人に伝えてから遊びに来ます。 

 ・開放するのは、運動場だけ。校舎内には入りません。 

（トイレを利用するときは、1 年生横のトイレを利用してください。） 

 ・自転車できてもかまいません。自転車は仲良しホーム横の駐輪場にとめましょう。 

 ・バットやグローブを使う遊びは禁止です。ボール遊びはやってもいいです。 

 ・おかしやジュース、お金、ゲーム機など運動場での遊びに不必要な物は、持

ってこないようにしましょう。 

 

※子どもたちの放課後の遊び場のひとつとして校庭を開放しますので、万が一

けがをしても、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象にはな

りませんので、お知りおき下さい。 


